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アジア船主協会 船舶保険・法務委員会（SILC）第 22 回中間会合の模様について 

 

アジア船主協会（ASA）船舶保険・法務委員会（SILC）の第 22 回中間会合が 2017 年 3 月 7

日（火）に香港で開催され、保険、法務を巡る諸問題について意見交換が行われた。特に、欧

州における船主責任制限制度を脅かす動きに対してメンバーから強い懸念が示された。 

 

このなかで、環境損害に関するフランス国内法については、IMO の責任条約で認められてい

る責任制限が同法で適用されるのか不明確となっていることから、ICS 等の海運関係団体と連

盟で仏当局に対し、条約の優先を明確にするよう意見書を提出することで合意された。更に、

プレスティージ号に関するスペイン最高裁判決については、既存の油濁補償制度に与えかねる

影響を懸念するとともに、条約加盟国における統一した解釈と適用が重要であることが改めて

共有された。 

 
 
 
 
                                                 


